
別
添

配
置
販
売
品
目
指
定
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
九
十
九
号

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
配
置
販
売
品
目
指
定
基
準

（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
十
五
年
八
月
二
十
七

日
ま
で
に
指
定
さ
れ
た
耳
鼻
剤
に
係
る
配
置
販
売
品
目
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
八
月
二
十
七
日
ま
で
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

坂
口

力

別
表
第
一
耳
鼻
剤
の
項
中
「
、
塩
酸
フ
エ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ノ
ー
ル
ア
ミ
ン
」
を
削
り
、
「
塩
酸
フ
エ
ニ
レ
フ
リ
ン
」
の

下
に
「
、
塩
酸
プ
ソ
イ
ド
エ
フ
エ
ド
リ
ン
」
を
加
え
、
「
リ
ド
カ
イ
ン
」
の
下
に
「
、
硫
酸
プ
ソ
イ
ド
エ
フ
エ
ド
リ
ン

」
を
加
え
、
同
表
外
用
殺
菌
消
毒
剤
（
外
用
化
の
う
性
疾
患
治
療
剤
を
含
む
。
）
及
び
外
用
鎮
痛
鎮
痒
収
斂
消
炎
剤
（

よ
う

れ
ん

外
傷
、
火
傷
及
び
ひ
び
治
療
剤
を
含
む
。
）
の
項
中
「
〇
・
七
五
％
」
を
「
一
・
○
％
」
に
改
め
る
。


